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兵庫県立農林水産技術総合センター科学研究費助成事業の管理、監査及び不正使用防止に関する要綱 
 
第１章 総則 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、兵庫県立農林水産技術総合センター（以下、「総合センター」という。）に

おける文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会（以下、「交付機関」という。）が交付する

科学研究費助成事業（科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金）（以下、「科研費」という。）

の適正な管理、監査及び不正防止について必要な事項を定める。 
 
（機関による科研費の管理） 
第２条 総合センターは、事業実施期間の各年度に、科研費の交付を受ける職員 (研究代表者及

び研究分担者。以下、「研究者」という。) の同意（様式１号－１）を受け、科研費を管理する。

また、科研費の運営・管理に関わる各部署の職員（部局管理責任者、管理責任者、経理担当者）

から、同意書（様式１号－２）を受け取る。 
２ 科研費は、総合センター所長（以下、「所長」という。）名義の科研費専用口座を設けて受け

入れることとし、統括管理責任者が保管・管理する。 
３ 統括管理責任者は、受け入れた科研費のうち直接経費を研究課題ごとに振り分けたうえで、

部局管理責任者へ通知するとともに、研究課題ごとに管理責任者名義で設けた専用口座に送金

する。 
４ 統括管理責任者は、研究者の了解のもと、受け入れた科研費のうち間接経費及び直接経費に

関して生じた利子を速やかに県歳入に繰り入れる。 
５ 研究者及び科研費の管理を行う関係職員は、科研費が公的資金であることを十分に認識し、

その事務を行う。 
 
第２章 直接経費の管理方法 
（管理体制） 
第３条 直接経費の管理は、所長が最高管理責任者としてこれを統括し、適切に指揮命令する。 
２ 前条２項に定める統括管理責任者は、総合センター総務部長（以下、「総務部長」という。）

をもって充て、直接経費の管理・運営に関する機関全体の実質責任者とする。 
３ 前条１項に定める部局管理責任者は、農業技術センター、畜産技術センター、北部農業技術

センター、淡路農業技術センター、森林林業技術センター、水産技術センター及び但馬水産技

術センターの各所長をもって充て、直接経費の適正な管理を行う。 
４ 前条１項に定める管理責任者は、農業技術センター及び畜産技術センターにあっては総合セ

ンター総務部経理課長を、北部農業技術センター、淡路農業技術センター、森林林業技術セン

ター及び水産技術センターにあってはそれぞれの副所長を、但馬水産技術センターにあっては

研究主幹をもって充て、直接経費の管理・執行を担当する。 
５ 管理責任者を補佐する者として、経理担当者を置く。経理担当者は管理責任者が指名する職

員とする。 
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（直接経費の管理） 
第４条 直接経費については、管理責任者が管理し、科研費専用口座にかかる預金通帳と印鑑は

管理責任者と経理担当者が金庫等にそれぞれ別に保管する。  
２ 直接経費の収支管理は、「収支簿」（様式２号）を用いて、物品費、旅費、謝金等の費目ごと

に行う。 
３ 物品の購入は、原則として、経理担当者が発注し、研究者と発注者が納品検品のうえ、管理

責任者が確認することとするが、専門性が高い、又は緊急を要するものについては、経理担当

者に相談の上、研究者が発注し、発注者と経理担当者が納品検収のうえ、管理責任者が確認する。 
４ 物品等を購入するにあたり、財務規則第９９条に該当しない契約を締結する場合は、契約書

又は請書に、次に掲げる事項を明記する。 
①不正に関与しないこと 
②不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議を申し立てない

こと 
③職員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること 

５ 旅費は、「職員等の旅費に関する条例」に定めるところに準じて支出し、研究課題毎に、「職

員等の旅費に関する規則」第３条に準じて専用の旅行命令簿等を作成する。 
６ 謝金は、原則として総合センターで定めた講師等の謝金基準に基づき支給する。 
７ 物品の購入等は、科研費の交付を受けた年度の３月３１日までに終了し、これに係る支出を

実績報告書の提出期限（翌年度の５月３１日）までに行う。 
８ 直接経費により購入した物品等は、総合センターに帰属する。 
 
（報告） 
第５条 管理責任者は、翌月の 10 日までに、直接経費に係る執行状況及び関係書類について、部

局管理責任者の確認を受ける。 
２ 部局管理責任者は、直接経費に係る執行状況等を３ヶ月毎に総務部長に報告する。 
３ 前項の報告を受けた総務部長は、必要があると認めるときは、さらに詳細な資料を求め、改

善を要求することができる。 
４ 総務部長は、直接経費に係る執行状況等を所長に年度末及び必要に応じて報告する。 
 
（繰越） 
第６条 研究者は、やむを得ない事情により直接経費の繰越が必要な場合は部局管理責任者の承

認を得た上で、交付機関と協議を行う。 
２ 研究者は交付機関から繰越の承認を得たときは、速やかに所長に報告する。 
 
（財務規則等の準用） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、会計及び決裁に関する手続については法令、財務規則及

び地方機関処務規程の定めるところに準じる。 



3 
 

 
（関係書類の保管） 
第８条 管理責任者は、科研費の交付に係る書類のほか、次に定める書類を科研費の交付を受け

た年度終了後５年間保管しなければならない。 
 ① 収支簿 
 ② 預貯金通帳等 
 ③ 科研費の支出に係る証拠書類 
 

 
第３章 監査 
（監査の体制） 
第９条 直接経費の監査のため、監事を置く。また、監査事務局を総合センター企画調整・経営

支援部（以下、「企画調整・経営支援部」という。）内に設置する。 
２ 監事は、次に掲げる職員をもって充てる。 

① 農政環境部総合農政課農林水産政策班主幹（研究調整担当） 
② 最高管理責任者が指名する管理責任者２名（監査の対象となる直接経費を管理・執行する

管理責任者を除く。）  
 
（監査の実施） 
第 10 条 監査は、研究課題ごとに年１回、証拠書類の確認等により行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、所長の指示あるときは、関係者への聞き取り、現場調査等広範な

方法により監査を行うことができる。 
３ 監事は、監査結果について所長に報告する。 
 
 
第４章 不正防止対策 
（推進体制） 
第 11 条 所長は、不正防止に努める。 
２ 不正防止対策推進責任者は、総合センター次長（技術調整担当）（以下、「次長（技術調整担

当）」という。）をもって充て、総合センター全体の不正防止対策推進を統括し、適切に指揮命

令する。 
３ 次長（技術調整担当）は、科研費の管理・執行を監視し、改善の必要がある場合には、直ち

に対象者及び関係部署に改善を指導する。 
４ 不正防止対策の推進担当部署は、企画調整・経営支援部とし、不正防止対策推進副責任者は、

企画調整・経営支援部長をもって充てる。 
５ 科研費における不正は、科研費の不正使用と研究活動における不正行為に分け取り扱い、科

研費の不正使用に関しては本要綱で取扱い、研究活動における不正行為に関しては別途「兵庫

県立農林水産技術総合センター研究倫理関係行動規範」及び「兵庫県立農林水産技術総合セン
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ターにおける論文不正対応要領」に定める。 
（コンプライアンス教育の実施） 
第 12 条 次長（技術調整担当）は、各部署の科研費に関わる全ての職員を対象に、コンプライ

アンス教育を実施する。 
２ 次長（技術調整担当）は、コンプライアンス教育の実施状況を所長に報告する。 
 
（不正使用の相談、及び公益通報） 
第 13 条 科研費の不正に関する情報等を受け付ける窓口は、企画調整・経営支援部に設置する。 
２ 科研費の不正使用に係る情報提供を受けた職員は、直ちに所長に報告しなければならない。 
３ 所長は、前項の報告を受けたときは、速やかに農政環境部総務課長に報告するとともに、事

実の解明の適切な措置を講じなければならない。 
４ 前項までの規定は、「兵庫県職員公益通報制度」の適用を妨げない。 
 
 
第５章 不正使用に係る情報提供後の対応 
（不正使用発覚後の対応） 
第 14 条 所長は、前条２項の情報提供（報道や会計検査等の外部機関からの指摘を含む）の受付

から３０日以内に、調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を交付機関に報告する。

また、調査が必要と判断した時には、科研費不正使用調査委員会を設置する。 
２ 科研費不正使用調査委員会の構成は下記のとおりとし、不正の有無及び不正の内容、関与し

た者及びその関与の程度、不正使用の相当額等を調査し、その内容を認定、所長に報告する。 
  委員長 総合センター次長（総務担当） 
  副委員長 次長（技術調整担当） 
   委員 総務部長 
   委員 企画調整・経営支援部長 
   委員 調査対象外の部局管理責任者 
  特別委員 所長が必要と認めるもの（総合センターに属さず、機関及び告発者、被告発者と

直接の利害関係を有しない第三者） 
  事務局 企画調整・経営支援部 
３ 所長は、不正使用が発覚した場合、必要に応じて、調査対象になっている事業執行に関し、

執行停止を命ずる。 
４ 所長は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について交付機関に報告、協議

する。 
５ 所長は、前条２項の情報提供の受付から３ヶ月以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関

与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画を含む最終

報告書を交付機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告

を交付機関に提出する。 
６ 科研費不正使用調査委員会は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場
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合には、速やかに認定し、所長に報告し、所長は、認定の報告を受理した場合は速やかに交付

機関に報告する。 
７ 所長は、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を交付機関の求

めに応じ、提出する。 
８ 所長は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又

は閲覧、現地調査について、交付機関の求めに応じる。 
 
（処分） 
第 15 条 不正行為があったと認められる場合、不正に関与した職員は「職員の懲戒の手続及び効

果に関する条例」等により処分される場合がある。 
 
 
第６章 雑則 
（補則） 
第 16 条 所長は、科研費の適正使用を推進するため、この要綱を定期的に見直すとともに、職員

への周知徹底を図る。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２２年６月１５日から施行する。 
    

附 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
 

 附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 
  附 則 

この要綱は、平成２７年１０月２日から施行する。 
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平成  年  月  日 
 
 
 

県立農林水産技術総合センター所長  様 
 
 
 
 

所 属：            
職氏名：          印 

 
 
 

同  意  書    

 
私は、交付を受ける科学研究費助成事業（  ※研究課題名を記載  ）について、

兵庫県立農林水産技術総合センター科学研究費助成事業の管理、監査及び不正使用防

止に関する要綱に基づき、取り扱うことを同意します。 
また、事業を遂行するにあたり、以下の事項を遵守します。 

 
 
１ 研究において、不正行為を行わないこと 
 
２ 不正を行った場合は、処分及び法的な責任を負担すること 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

様式１号－１ 
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平成  年  月  日 

 
 
 

県立農林水産技術総合センター所長  様 
 

 

同  意  書    

 
私は、交付を受ける平成（ ）年度 科学研究費助成事業（  ※研究課題名を記

載  ）を遂行するにあたり、兵庫県立農林水産技術総合センター科学研究費助成事

業の管理、監査及び不正使用防止に関する要綱を遵守します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 属：            
職氏名：          印 

（連名で記載） 
 

 

様式１号－２ 
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様式２号

収支費目

研究者氏名 交付決定額 千円

年月日 収入 支出 残高 備考

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

摘要

  
  
  

課題番号   

科学研究費助成事業（       研究） 収支簿 

（注) 下記事項に留意の上、領収書等関係書類と合わせて保管してください。
 ①年月日の順にその収支を詳細に記入すること。
 ②「摘要」の欄には、購入物品名等を記入すること。 
 ③「収支費目」の欄には、設備備品費、消耗品費、旅費、謝金、その他の別に記入すること。

  
  

研究課題名

  

  
  


